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(57)【要約】
【課題】注目対象候補に対する評価に基づいて、特定の
人物ご用達の情報を提示することが可能な情報処理装置
およびプログラムを提供する。
【解決手段】特定の人物に関する情報である特定人物情
報を管理する第１の管理部と、注目対象候補に関する情
報である注目対象情報を管理する第２の管理部と、前記
注目対象情報を検索キーとして、前記特定人物情報を検
索する検索部と、前記検索部による検索結果に基づいて
、前記注目対象を評価する評価部と、前記特定の人物、
前記注目対象、および前記評価部による評価値を対応付
けて記憶させる記憶制御部と、を備える情報処理装置。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の人物に関する情報である特定人物情報を管理する第１の管理部と、
　注目対象候補に関する情報である注目対象情報を管理する第２の管理部と、
　前記注目対象情報を検索キーとして、前記特定人物情報を検索する検索部と、
　前記検索部による検索結果に基づいて、前記注目対象を評価する評価部と、
　前記特定の人物、前記注目対象、および前記評価部による評価値を対応付けて記憶させ
る記憶制御部と、
　を備える、情報処理装置。
【請求項２】
　前記評価部は、前記特定人物情報に応じて重み付けをして前記注目対象を評価する、請
求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記評価部は、前記検索部により、前記注目対象情報が前記特定人物情報内で検索され
た回数に基づいて評価する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記評価部は、プラス／マイナス評価を行う、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記特定の人物は、著名人を含む、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記特定人物情報は、前記特定の人物に関する情報を提供するＷｅｂページのアドレス
を含む、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記注目対象情報は、店舗情報、イベント情報、スポット情報、または商品情報である
、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記評価部は、前記特定人物情報の提供者に応じて重み付けをして前記注目対象を評価
する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記検索部は、前記特定人物情報における前記注目対象の推薦／利用履歴を検索する、
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記検索部は、複数の特定の人物の前記特定人物情報を検索し、
　前記評価部は、前記検索部による複数の検索結果に基づいて、前記注目対象を評価する
、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記情報処理装置は、
　クライアント端末から指定された前記特定の人物に対応付けて記憶されている前記注目
対象の前記評価値に基づいて、前記注目対象を表示するための情報を送信するよう制御す
る送信制御部をさらに備える、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記送信制御部は、前記評価値が所定値を上回る場合、前記注目対象を表示するための
情報を送信するよう制御する、請求項１１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記送信制御部は、前記注目対象情報に含まれる位置情報に基づいて、地図上に前記注
目対象を表示するための情報を送信するよう制御する、請求項１１に記載の情報処理装置
。
【請求項１４】
　前記送信制御部は、前記評価値が第１または第２の所定値のいずれを上回るかに応じて
異なる態様で表示される前記注目対象を表示するための情報を送信するよう制御する、請
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求項１１に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記情報処理装置は、
　クライアント端末から指定された前記特定の人物に対応付けて記憶されている前記注目
対象の前記評価値に基づいて、前記注目対象の位置にユーザを誘導するための情報を送信
するための送信制御部をさらに備える、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　特定の人物に関する情報である特定人物情報を管理する処理と、
　注目対象候補に関する情報である注目対象情報を管理する処理と、
　前記注目対象情報を検索キーとして、前記特定人物情報を検索する処理と、
　前記検索する処理による検索結果に基づいて、前記注目対象を評価する処理と、
　前記特定の人物、前記注目対象、および前記評価する処理による評価値を対応付けて記
憶させる処理と、
　をコンピュータに実行させる、プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ユーザの嗜好特性に基づいて特定の情報処理を行う技術が様々開示されている。
例えば、下記特許文献１には、顧客の嗜好特性に基づいて、既存顧客・新規顧客の評価を
包括的に行う技術が開示されている。
【０００３】
　また、下記特許文献２～４には、利用者に嗜好に応じた「商店」単位の広告情報の閲覧
を可能とする技術が開示されている。
【０００４】
　また、下記特許文献５には、カテゴリ毎に評価した信頼度を用いて、高信頼度人物デー
タベースを構築し、信頼度が高い人物が提供する情報を利用する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１８５１４７号公報
【特許文献２】特開２００２－２０３１６９号公報
【特許文献３】特開２００２－２０３１７０号公報
【特許文献４】特開２００２－２０３１７１号公報
【特許文献５】ＷＯ２００２－０９９６９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１～５では、ユーザが好きな芸能人やスポーツ選手、
文化人、政治家等の著名人の御用達の店や商品等を評価し、評価値に基づいて提供するシ
ステムは構築されていなかった。
【０００７】
　そこで、本開示では、注目対象候補に対する評価に基づいて、特定の人物ご用達の情報
を提示することが可能な、新規かつ改良された情報処理装置およびプログラムを提案する
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本開示によれば、特定の人物に関する情報である特定人物情報を管理する第１の管理部
と、注目対象候補に関する情報である注目対象情報を管理する第２の管理部と、前記注目
対象情報を検索キーとして、前記特定人物情報を検索する検索部と、前記検索部による検
索結果に基づいて、前記注目対象を評価する評価部と、前記特定の人物、前記注目対象、
および前記評価部による評価値を対応付けて記憶させる記憶制御部と、を備える情報処理
装置を提案する。
【０００９】
　本開示によれば、特定の人物に関する情報である特定人物情報を管理する処理と、注目
対象候補に関する情報である注目対象情報を管理する処理と、前記注目対象情報を検索キ
ーとして、前記特定人物情報を検索する処理と、前記検索する処理による検索結果に基づ
いて、前記注目対象を評価する処理と、前記特定の人物、前記注目対象、および前記評価
する処理による評価値を対応付けて記憶させる処理と、をコンピュータに実行させるプロ
グラムを提案する。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本開示によれば、注目対象候補に対する評価に基づいて、特定の人
物ご用達の情報を提示することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の一実施形態による御用達情報取得システムの概要について説明するため
の図である。
【図２】本実施形態によるクライアント端末の構成を示すブロック図である。
【図３】本実施形態によるサーバの構成を示すブロック図である。
【図４】本実施形態による特定人物情報ＤＢに格納されるデータの一例を示す説明図であ
る。
【図５】本実施形態による注目対象候補情報ＤＢに格納されるデータの一例を示す説明図
である。
【図６】本実施形態による検索部による検索処理を説明するための図である。
【図７】本実施形態による御用達情報取得システムの動作処理を示すフローチャートであ
る。
【図８】本実施形態による御用達情報取得システムにおける画面遷移図である。
【図９】本実施形態による御用達情報に基づく表示例を示す図である。
【図１０】本実施形態による御用達情報に基づく他の表示例を示す図である。
【図１１】本実施形態による御用達店舗の誘導例を説明するための図である。
【図１２】本実施形態による御用達商品の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１３】
　また、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本開示の一実施形態による御用達情報取得システムの概要
　２．基本構成
　　２－１．クライアント端末の構成
　　２－２．サーバの構成
　３．動作処理
　４．まとめ 
【００１４】
　　＜１．本開示の一実施形態による御用達情報取得システムの概要＞
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　まず、本開示の一実施形態による御用達情報取得システムの概要について図１を参照し
て説明する。図１に示すように、本開示の一実施形態による御用達情報取得システムは、
クライアント端末１およびサーバ２を含む。クライアント端末１およびサーバ２は、ネッ
トワーク３を介して接続し、データの送受信を行う。
【００１５】
　ここで、一般的に、芸能人やスポーツ選手、文化人、政治家等の著名人の御用達の店や
商品等を知りたいというニーズは高く、「○○御用達」と銘打って商品を販売することも
多い。ファンであれば、好きな著名人が推薦する店、または行きつけの店を訪れて、好き
な著名人と同じ体験を共有したいと思ったり、その店に行けば好きな著名人に会えるかも
しれない等の夢や希望、期待感を持ったりする。
【００１６】
　しかしながら、ユーザの好きな著名人の御用達の店や商品等を提供するシステムは構築
されていなかった。
【００１７】
　例えば、上述した特許文献１では、フリーペーパーに載せる情報やユーザに提供される
コンテンツの一つとして著名人ご用達情報が提示されるが、著名人ご用達情報がどのよう
に生成されるのか等については何ら言及されていない。
【００１８】
　また、特許文献２～４では、広告情報に対応付けて表示される著名人ご用達マークをユ
ーザがクリックすると、当該著名人が選択した広告情報が表示されるが、著名人がどのよ
うな基準でかかる広告情報を選択したか不明である。例えば、著名人が契約するメーカー
の広告情報であったり、内容を確認するためだけに選択した広告情報であったり、以前は
ご用達だったが現在は興味がない広告情報であったりすることが想定される。よって、著
名人ご用達として表示される各広告情報に示される店や商品等は、必ずしも著名人が最近
行きつけの店や気に入って利用している商品とは限らない。
【００１９】
　また、特許文献５では、著名人御用達情報に基づいて店や商品を評価する技術について
は何ら言及されていない。
【００２０】
　そこで、上記事情を一着眼点にして本開示による御用達情報取得システムを創作するに
至った。本開示による御用達情報取得システムは、クライアント端末１においてユーザに
より指定された特定の人物に関する情報を検索し、店や商品等の注目対象候補を評価する
ことにより、特定の人物御用達の注目対象に関する情報（御用達情報）を提示することが
可能である。以下、このような本開示による御用達情報取得システムに含まれるクライア
ント端末１およびサーバ２について順次詳細に説明する。
【００２１】
　なお、図１では、クライアント端末１の一例としてスマートフォンを図示しているが、
本開示によるクライアント端末はこれに限定されない。クライアント端末は、例えばＰＣ
（パーソナルコンピュータ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓ
ｔａｎｔｓ）、携帯電話、デジタルカメラ、カーナビゲーション装置、タブレット型端末
、携帯用音楽再生装置、携帯用映像処理装置または携帯用ゲーム機器等であってもよい。
【００２２】
　　＜２．基本構成＞
　　［２－１．クライアント端末の構成］
　図２は、本実施形態によるクライアント端末１の構成を示すブロック図である。図２に
示すように、本実施形態によるクライアント端末１は、ＣＰＵ１０、ＲＯＭ１１、ＲＡＭ
１２、操作入力部１４、ＧＰＳ受信部１５、表示部１６、ネットワークＩ／Ｆ１７、およ
びカメラモジュール１８を有する。
【００２３】
　ＣＰＵ１０は、クライアント端末１の各構成を制御する制御部である。ＣＰＵ１０は、
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後述するＲＯＭ１１に記憶されている各種プログラムを読み出し、ＲＡＭ１２を作業領域
として利用して各種制御を行う。
【００２４】
　例えば、本実施形態によるＣＰＵ１０は、操作入力部１４から出力された操作信号に応
じて、ユーザにより指定された特定の人物の御用達情報をサーバ２に要求するよう制御す
る。より具体的には、ＣＰＵ１０は、ユーザにより入力された特定の人物の氏名や、ＧＰ
Ｓ受信部１５により取得した現在位置情報を、ネットワークＩ／Ｆ１７からサーバ２に送
信するよう制御する。
【００２５】
　ここで、本明細書において特定の人物とは、ユーザが特定した人物であって、例えば芸
能人やスポーツ選手、文化人、政治家等の著名人や、マイナー芸人等の全国域で著名では
ないが一部で知られている人物を含む。
【００２６】
　また、本実施形態によるＣＰＵ１０は、サーバ２から受信した特定の人物の御用達情報
の検索結果に基づいて、特定の人物御用達の店や商品（注目対象）を表示部１６に表示す
るよう制御する表示制御部の機能を有する。
【００２７】
　ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ
Ｍｅｍｏｒｙ）１１およびＲＯＭ（Ｒｅａｄ
Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）１２は、ＣＰＵ１０が動作する際に利用される記憶媒体である
。例えば、ＲＡＭ１２は、ＣＰＵ１０の作業領域として利用され、ＲＯＭ１１は、ＣＰＵ
１０が特定の人物の御用達情報をサーバ２に要求する制御や、検索結果に基づいて行う表
示制御等を実行するためのプログラムを記憶する。
【００２８】
　操作入力部１４は、ユーザによる操作入力を検出し、操作信号としてＣＰＵ１０に出力
する。また、操作入力部１４は、物理的な構成のボタン、または画面上に表示されるボタ
ンへのユーザによる操作入力を検出するタッチパネルにより実現されてもよい。
【００２９】
　ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信部１５は、クラ
イアント端末１の現在位置情報を取得する機能を有する。より具体的には、ＧＰＳ受信部
１５は、３個以上の人工衛星から送信される航法メッセージを受信し、受信した航法メッ
セージに基づいて現在位置を測位することができる。また、ＧＰＳ受信部１５により取得
される位置情報は、ＣＰＵ１０による特定の人物の御用達情報要求の際にサーバ２に送信
されてもよい。
【００３０】
　表示部１６は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置およびＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎ
ｉｃ Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
Ｄｉｏｄｅ）装置などの表示装置である。本実施形態による表示部１６は、ＣＰＵ１０に
よる表示制御に応じて、特定の人物御用達の店や商品（注目対象）を表示する。
【００３１】
　ネットワークＩ／Ｆ１７は、他の通信装置に接続するための通信インターフェースであ
る。ネットワークＩ／Ｆ１７は、他の通信装置と有線／無線接続を行うことが可能である
。より具体的には、本実施形態によるネットワークＩ／Ｆ１７は、ネットワーク３を介し
てサーバ２と接続し、ＣＰＵ１０による制御に応じて特定の人物の御用達情報の検索要求
を行う。また、ネットワークＩ／Ｆ１７は、サーバ２から検索結果を受信し、受信した検
索結果をＣＰＵ１０に出力する。
【００３２】
　カメラモジュール１８は、撮像素子、撮像レンズを含む撮像光学系、および撮像画像信
号処理部を含み、デジタル信号とされた撮像画像のデータを出力する。なお、撮像素子は
、例えばＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）イメージャやＣＭＯＳ
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（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
）イメージャにより実現される。
【００３３】
　以上、本実施形態によるクライアント端末１の各構成について説明した。次に、本実施
形態によるサーバ２（情報処理装置）の構成について図３を参照して説明する。
【００３４】
　　［２－２．サーバの構成］
　図３は、本実施形態によるサーバ２の構成を示すブロック図である。図３に示すように
、サーバ２は、通信部２２、制御部２０、特定人物情報ＤＢ（データベース）２４、およ
び注目対象候補情報ＤＢ（データベース）２６を有する。
【００３５】
　　（通信部２２）
　通信部２２は、外部の通信装置と接続し、データの送受信を行う機能を有する。より具
体的には、本実施形態による通信部２２は、クライアント端末１から御用達情報検索要求
を受信し、また、サーバ２での検索結果をクライアント端末１に返信する。
【００３６】
　　（特定人物情報ＤＢ２４）
　特定人物情報ＤＢ２４は、特定の人物に関する情報を記憶する記憶部である。特定の人
物に関する情報（特定人物情報）とは、例えば特定の人物自身によりＷｅｂページに開示
された情報や、関係者によりＷｅｂページに開示された情報等を含む。ここで、図４に、
特定人物情報ＤＢ２４に記憶される特定の人物に関する情報の一例を示す。
【００３７】
　図４に示すように、特定の人物に関する情報２４１は、特定の人物に関する情報が提供
されているＷｅｂページのアドレス（ＵＲＬ）であってもよく、また、各ＵＲＬには、情
報の信頼度（重み付け）が対応付けられている。信頼度は、特定の人物本人が提供（発信
）する情報が最も高く、次に、特定の人物近辺の人物（スタッフ等の関係者）が発信する
情報が高い。また、ファンが発信する情報の信頼度は低く、一般ユーザが発信する情報の
信頼度は最も低い。
【００３８】
　　（注目対象候補情報ＤＢ２６）
　注目対象候補情報ＤＢ２６は、注目対象候補に関する情報を記憶する記憶部である。注
目対象候補に関する情報とは、例えば店舗情報、商品情報、イベント情報、スポット情報
等の人物が注目し得る対象物候補の情報である。ここで、図５に、注目対象候補情報ＤＢ
２６に記憶される特定の人物に関する情報の一例を示す。
【００３９】
　図５に示すように、注目対象候補に関する情報２６１は、店舗の名称・住所・電話番号
・ＵＲＬ・サムネイル画像や、商品のメーカー・販売店情報（名称、住所等）・ＵＲＬ・
サムネイル画像や、イベントの開催期間・開催場所・ＵＲＬ・サムネイル画像等を含む。
また、各注目対象候補は、特定の人物毎の評価値と対応付けられている。評価値は、後述
する評価部２３０により算出される値であって、評価値が所定値より高い場合、特定の人
物御用達の注目対象と判断される。
【００４０】
　　（制御部２０）
　制御部２０は、サーバ２の各構成を制御する機能を有する。また、本実施形態による制
御部２０は、図３に示すように、管理部２１０、検索部２２０、評価部２３０、記憶制御
部２４０、および通信制御部２５０を有する。
【００４１】
　・管理部２１０
　管理部２１０は、特定人物情報ＤＢ２４を管理する機能、および注目対象候補情報ＤＢ
２６を管理する機能を有する。具体的には、例えば管理部２１０は、クライアント端末１
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においてユーザに特定された人物に関する情報や、当該特定の人物に関する情報を提供す
るＷｅｂページのアドレスを継続的にネットワーク上から収集して特定人物情報ＤＢ２４
に記憶してもよい。また、管理部２１０は、収集した情報の発信者（提供者）に応じて、
信頼度を対応付ける。
【００４２】
　また、管理部２１０は、注目対象候補情報ＤＢ２６に記憶されている注目対象候補のＵ
ＲＬ（店舗、イベント、商品、スポット等のＷｅｂページのアドレス）等を利用し、注目
対象候補に関する情報を継続的に収集して注目対象候補情報ＤＢ２６に記憶してもよい。
【００４３】
　・検索部２２０
　検索部２２０は、注目対象候補情報を検索キーとして、特定の人物に関する情報（にお
ける前記注目対象の推薦／利用履歴）を検索する。また、検索部２２０は、特定人物情報
ＤＢ２４にＵＲＬが記憶されている場合、当該ＵＲＬに示されるＷｅｂページから注目対
象を検索する。ここで、図６に検索部２２０による検索処理を説明するための図を示す。
【００４４】
　図６に示すように、検索部２２０は、注目対象候補情報ＤＢ２６に記憶される注目対象
候補の名称「ＣＣレストラン」・「ＤＤレストラン」・「ＥＥ公園」等を検索キーとして
、特定人物情報ＤＢ２４に記憶されるＵＲＬに示される著名人ＡのＷｅｂページ（ブログ
）３２を検索する。
【００４５】
　例えば、検索部２２０は、Ｗｅｂページ３２に開示されている文章に対して形態素解析
を行い、検索キーを抽出する。図６に示す例では、検索部２２０は、検索キーと一致する
「ＣＣレストラン」、「ＤＤレストラン」、「ＧＧコンサート」、「ＦＦホテル」を抽出
できる。また、検索部２２０は、検索結果を評価部２３０に出力する。
【００４６】
　・評価部２３０
　評価部２３０は、検索部２２０から出力された検索結果に基づいて、注目対象を評価す
る機能を有する。例えば、評価部２３０は、注目対象候補の名称が特定の人物のブログ内
容で検索された（登場した）回数や頻度に基づいて評価値（ポイント）を算出する。この
際、評価部２３０は、検索対象の特定人物情報の信頼度に応じて重み付けを行って評価値
を算出してもよい。よって、例えば信頼度が高い特定の人物本人のブログに登場する回数
が多い注目対象は、評価値が高くなる。また、評価部２３０は、より最近の情報である程
、評価値を高く算出してもよい。
【００４７】
　さらに、評価部２３０は、検索部２２０による検索キー周辺の文章の形態素解析結果を
考慮して評価値を算出してもよい。例えば、評価部２３０は、検索キー周辺の文章の形態
素解析結果に基づいて、好意的であればプラスの評価、否定的であればマイナスの評価を
行う。
【００４８】
　図６に示す例では、評価部２３０は、「ＣＣレストラン」が著名人Ａの「最近お気に入
りのお店」であるので、「ＣＣレストラン」に対してプラスの評価を行う。また、評価部
２３０は、「ＤＤレストラン」が著名人Ａの「お勧め」であるので、「ＤＤレストラン」
に対してプラスの評価を行う。ここで、評価部２３０は、著名人Ａ御用達の注目対象をよ
り高く評価するので、実際に著名人Ａが最近行きつけの店舗と判断できる「ＣＣレストラ
ン」を、著名人Ａのお勧めであるが行きつけかどうかは不明の「ＤＤレストラン」よりも
高く評価する。また、評価部２３０は、「ＦＦホテル」が著名人Ａにとって「少し残念」
であったので、「ＦＦホテル」に対してマイナスの評価を行う。
【００４９】
　・記憶制御部２４０
　記憶制御部２４０は、評価部２３０により評価された各注目対象の評価値を、特定の人
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物および注目対象に対応付けて記憶させる機能を有する。例えば、記憶制御部２４０は、
特定の人物毎の注目対象に対する評価値を、注目対象候補情報ＤＢ２６に格納される注目
対象に対応付けて記憶させてもよい（図５参照）。
【００５０】
　・通信制御部２５０
　通信制御部２５０は、クライアント端末１からの御用達検索要求に応じて、ユーザによ
り指定された特定の人物御用達の注目対象に関する情報をクライアント端末１に送信する
よう制御する機能を有する。
【００５１】
　より具体的には、通信制御部２５０は、ユーザにより指定された著名人Ａの注目対象候
補に対する評価値（図５参照）が所定値以上の注目対象候補を、著名人Ａ御用達の注目対
象と判断する。そして、通信制御部２５０は、著名人Ａ御用達の注目対象を表示するため
の情報（注目対象の名称、サムネイル画像等）や、著名人Ａ御用達の注目対象に誘導する
ための情報（住所等）を、通信部２２からネットワーク３を介してクライアント端末１に
送信する。
【００５２】
　なお、通信制御部２５０は、著名人Ａ御用達の注目対象を地図上に表示するための情報
（注目対象の名称、住所、サムネイル画像等）をクライアント端末１に送信してもよい。
また、通信制御部２５０は、評価値が第１または第２の所定値のいずれを上回るかに応じ
て異なる態様で表示される著名人Ａ御用達の注目対象を表示するための情報（注目対象の
名称、サムネイル画像、表示態様の指示等）をクライアント端末１に送信してもよい。
【００５３】
　　＜３．動作処理＞
　次に、本実施形態による御用達情報取得システムの動作処理について図７を参照して説
明する。図７は、本実施形態による御用達情報取得システムの動作処理を示すフローチャ
ートである。
【００５４】
　図７に示すように、まず、ステップＳ１０３において、クライアント端末１は、ユーザ
により指定された特定の人物の御用達情報取得要求を行う。
【００５５】
　次いで、ステップＳ１０６において、サーバ２の検索部２２０は、クライアント端末１
からの御用達情報取得要求に応じて、注目対象候補を検索キーとして、ユーザに指定され
た特定の人物に関する情報を検索する。
【００５６】
　次に、ステップＳ１０９において、サーバ２の評価部２３０は、検索部２２０による検
索結果に基づいて注目対象候補を評価する。
【００５７】
　次いで、ステップＳ１１２において、サーバ２の通信制御部２５０は、評価値が第１の
所定値（例えば１００ポイント）以上の注目対象候補があるか否かを判断する。
【００５８】
　次に、評価値が１００ポイント以上の注目対象候補がないと判断された場合（Ｓ１１２
／Ｎｏ）、ステップＳ１１５において、御用達情報なしの旨を通知する。
【００５９】
　この場合、ステップＳ１１８において、クライアント端末１のＣＰＵ１０（表示制御部
）は、御用達情報の表示は行わず、代わりに「御用達情報はありません」等の表示を表示
部１６に行ってもよい。
【００６０】
　一方、評価値が１００ポイント以上の注目対象候補があると判断された場合（Ｓ１１２
／Ｙｅｓ）、ステップＳ１２１において、サーバ２の通信制御部２５０は、評価値が第２
の所定値（例えば２００ポイント）を上回る注目対象候補があるか否かを判断する。ここ
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で、第２の所定値は、第１の所定値より高く設定される。
【００６１】
　次に、評価値が２００ポイント以上の注目対象候補がないと判断された場合（Ｓ１２１
／Ｎｏ）、ステップＳ１２４において、サーバ２の通信制御部２５０は、評価値が１００
ポイント以上の注目対象候補を特定の人物御用達の注目対象と判断する。そして、通信制
御部２５０は、特定の人物御用達の注目対象に関する情報を、御用達情報としてクライア
ント端末１に送信する。
【００６２】
　次いで、ステップＳ１２７において、クライアント端末１は、サーバ２から送信された
御用達情報に基づいて、特定の人物御用達の注目対象を表示部１６に小さく表示する。な
お、御用達情報には、特定の人物御用達の注目対象の名称、サムネイル画像、表示態様の
指示（小さく表示）等、御用達の注目対象を表示するための情報が含まれている。
【００６３】
　一方、評価値が２００ポイント以上の注目対象候補があると判断された場合（Ｓ１２１
／Ｙｅｓ）、ステップＳ１３０において、サーバ２の通信制御部２５０は、評価値が２０
０ポイント以上の注目対象候補を特定の人物御用達の注目対象と判断する。そして、通信
制御部２５０は、特定の人物御用達の注目対象に関する情報を、御用達情報としてクライ
アント端末１に送信する。
【００６４】
　次いで、ステップＳ１３３において、クライアント端末１は、サーバ２から送信された
御用達情報に基づいて、特定の人物御用達の注目対象を表示部１６に大きく表示する。な
お、御用達情報には、特定の人物御用達の注目対象の名称、サムネイル画像、表示態様の
指示（大きく表示）等、御用達の注目対象を表示するための情報が含まれている。
【００６５】
　以上、本実施形態による御用達情報取得システムの動作処理について説明した。なお、
ユーザにより特定の人物が予め登録されている場合、サーバ２は、上述したステップＳ１
０６～Ｓ１０９を継続的に行い、注目対象候補に対する特定の人物の評価値を継続的に更
新してもよい。
【００６６】
　（補足１）
　続いて、上述したステップＳ１２７、Ｓ１３３において、クライアント端末１がサーバ
２から取得した特定の人物の御用達情報を表示する際の表示画面について、以下補足する
。
【００６７】
　図８は、本実施形態による御用達情報取得システムにおける画面遷移図である。まず、
クライアント端末１のＣＰＵ１０は、図８左に示す御用達情報取得システム（御用達検索
システムとも称す）のスタート画面４０－１を表示部１６に表示する。スタート画面４０
－１は、図８に示すように、特定の人物の氏名を入力するための入力領域４２、御用達検
索ボタン４４、および地図表示領域４６を含む。ユーザは、入力領域４２にお気に入りの
特定の人物の氏名を入力し、御用達検索ボタン４４をタッチすることで、御用達店舗情報
の取得処理を開始することができる。また、地図表示領域４６には、クライアント端末１
のＧＰＳ受信部１５により取得した現在位置情報に基づいて、現在位置周辺の地図が表示
される。
【００６８】
　図８右に示す結果画面４０－２は、入力領域４２に特定の人物の氏名として「著名人Ａ
」が入力され、御用達検索ボタン４４がタッチされた場合の表示画面である。具体的には
、まず、クライアント端末１は、ユーザにより入力された特定の人物の氏名「著名人Ａ」
を、サーバ２に送信し、御用達情報の取得要求を行う（上記ステップＳ１０３参照）。な
お、この際、クライアント端末１は、ＧＰＳ受信部１５により取得した現在位置情報をサ
ーバ２に送信してもよい。
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【００６９】
　次いで、サーバ２は、上述したように、クライアント端末１からの取得要求に応じて、
評価値に基づき、ユーザに指定された「著名人Ａ」の御用達の店舗を判断する（上記ステ
ップＳ１０６～Ｓ１２１参照）。ここで、クライアント端末１から現在位置情報も送信さ
れている場合、サーバ２の通信制御部２５０は、評価値が所定値より高い店舗のうち、ク
ライアント端末１の現在位置近くに存在する店舗を御用達店舗と判断してもよい。
【００７０】
　そして、サーバ２から御用達店舗情報を取得したクライアント端末１のＣＰＵ１０は、
図８右に示す結果画面４０－２を表示部１６に表示する。結果画面４０－２では、地図表
示領域５０において、御用達店舗情報に含まれる著名人Ａの顔画像５１、５２が、地図上
の各御用達店舗の住所（位置）に対応するよう表示される。
【００７１】
　また、ＣＰＵ１０は、御用達店舗情報に含まれる表示態様の指示に応じて、顔画像５１
、５２を異なる大きさで表示するよう制御してもよい（上記ステップＳ１２７、Ｓ１３３
）。例えば、ＣＰＵ１０が、表示態様の指示に応じて、図８に示すように顔画像５２を顔
画像５１より大きく表示することで、ユーザは、顔画像５２で示される御用達店舗が、著
名人Ａ行きつけの可能性がより高い店舗であることが直感的に把握できる。
【００７２】
　なお、ＣＰＵ１０は、各御用達店舗の詳細な情報を、地図上に示す顔画像が選択された
場合に表示してもよい。例えば、図９に示すように、顔画像５２が選択されると、ＣＰＵ
１０は、顔画像５２で示される御用達店舗の店名や住所等の詳細情報を、吹き出し表示５
４で表示する。また、ＣＰＵ１０は、詳細情報として、図９の吹き出し表示５４に示すよ
うに、当該店舗に対する著名人Ａの書き込み内容を表示してもよい。
【００７３】
　（補足２）
　以上、クライアント端末１において御用達情報を表示する際の画面表示例について具体
的に説明した。なお、本実施形態による画面表示例は、図８に示す結果画面４０－２のよ
うに、特定の人物の顔画像５１、５２を表示する画面に限定されない。例えば、本実施形
態によるＣＰＵ１０は、地図上の御用達店舗が存在する位置に、特定の人物御用達の旨の
表示とマークを表示してもよい。以下、図１０を参照して説明する。
【００７４】
　クライアント端末１のＣＰＵ１０は、結果画面として、図１０に示す地図表示領域５５
を表示してもよい。図１０に示す地図表示領域５５では、「著名人Ａ御用達」の表示およ
びマーク５６、５７が、地図上の各御用達の店舗の住所（位置）に対応するよう表示され
ている。
【００７５】
　また、ＣＰＵ１０は、御用達情報に含まれる表示態様の指示に応じて、図１０に示すよ
うに、マーク５６、５７を異なる態様のマークで表示するよう制御してもよい。図１０に
示す例では、ＣＰＵ１０は、表示態様の指示に応じて、マーク５６よりマーク５７が目立
つよう表示することで、ユーザは、マーク５７で示される御用達店舗が、著名人Ａ行きつ
けの可能性がより高い店舗であることが直感的に把握できる。
【００７６】
　なお、図１０に示す例においても、ＣＰＵ１０は、地図上に表示したマーク５６、５７
または「著名人Ａ御用達」の表示が選択された場合に、当該御用達店舗の詳細情報を表示
するよう制御してもよい。
【００７７】
　（補足３）
　さらに、本実施形態による御用達情報取得システムでは、取得した御用達情報に基づい
て、御用達店舗にユーザを誘導してもよい。より具体的には、例えばクライアント端末１
の表示部１６に、カメラモジュール１８から出力される撮影画像がリアルタイムでスルー
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画像として表示されている場合に、予め登録した特定の人物の御用達店舗が画角（スルー
画像）内に入ると、ＣＰＵ１０は、画面上にマーキングしたり、アイコンを出したり、特
定の人物の氏名を表示したりして、ユーザに通知する。
【００７８】
　御用達店舗が画角（スルー画像）内に入ったか否かについては、スルー画像の解析、現
在位置情報、および取得した御用達情報（御用達店舗の位置情報、サムネイル画像等）に
基づいてＣＰＵ１０により判断してもよい。
【００７９】
　また、御用達店舗が画角から外れている場合、ＣＰＵ１０は、御用達店舗が位置する方
向に応じた矢印をスルー画像上に表示してユーザを誘導してもよい。例えば、ＣＰＵ１０
は、図１１に示すように、スルー画像５８上に、御用達店舗のサムネイル画像６２、およ
び御用達店舗が位置する方向に応じた矢印６０を表示し、ユーザを誘導する。ここで、Ｃ
ＰＵ１０は、クライアント端末１が有する方向センサ（不図示）から撮像方向情報を取得
し、スルー画像、現在位置情報、および取得した御用達情報（御用達店舗の位置情報等）
に基づいて、御用達店舗が位置する方向を判断してもよい。
【００８０】
　また、ＣＰＵ１０は、御用達店舗が画角から外れている場合、上述した矢印６０の表示
の他、音声、振動、電気刺激等により、御用達店舗が位置する方向にユーザを誘導しても
よい。
【００８１】
　（補足４）
　以上説明した御用達情報の表示例では、御用達「店舗」に関する情報を取得した場合の
表示例について説明したが、上述したように、御用達の注目対象は店舗に限らず、商品、
イベント、スポット等であってもよい。そこで、以下、御用達「商品」に関する情報を取
得した場合の表示例について図１２を参照して説明する。
【００８２】
　図１２は、本実施形態による御用達商品の表示例を示す図である。クライアント端末１
のＣＰＵ１０は、ユーザが指定した特定の人物（例えば著名人Ａ）の御用達商品情報を取
得すると、図１２左の結果画面４０－４に示すように、商品表示領域６４に、御用達商品
のサムネイル画像を表示する。
【００８３】
　そして、ＣＰＵ１０は、商品表示領域６４に表示した御用達商品のサムネイル画像６６
が選択された場合、図１２右の結果画面４０－５に示すように、当該御用達商品の詳細情
報を吹き出し表示６８で表示するよう制御してもよい。吹き出し表示６８には、図１２に
示すように、御用達商品の名称、メーカー、販売店、および定価等が含まれる。
【００８４】
　　＜４．まとめ＞
　上述したように、本実施形態による御用達情報取得システムでは、注目対象候補に対す
る評価に基づいて、特定の人物ご用達の情報を提示することが可能である。
【００８５】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
技術はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれ
ば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正
例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属
するものと了解される。
【００８６】
　例えば、本実施形態による御用達情報取得システムでは、上述した検索部２２０が、ユ
ーザにより指定された複数の特定の人物に関する情報を検索し、評価部２３０は、複数の
検索結果に基づいて注目対象を評価してもよい。これにより、ユーザは、お気に入りの複
数の著名人御用達の店舗や商品等を把握することができる。
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【００８７】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　特定の人物に関する情報である特定人物情報を管理する第１の管理部と、
　注目対象候補に関する情報である注目対象情報を管理する第２の管理部と、
　前記注目対象情報を検索キーとして、前記特定人物情報を検索する検索部と、
　前記検索部による検索結果に基づいて、前記注目対象を評価する評価部と、
　前記特定の人物、前記注目対象、および前記評価部による評価値を対応付けて記憶させ
る記憶制御部と、
　を備える、情報処理装置。
（２）
　前記評価部は、前記特定人物情報に応じて重み付けをして前記注目対象を評価する、前
記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記評価部は、前記検索部により、前記注目対象情報が前記特定人物情報内で検索され
た回数に基づいて評価する、前記（１）または（２）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記評価部は、プラス／マイナス評価を行う、前記（３）に記載の情報処理装置。
（５）
　前記特定の人物は、著名人を含む、前記（１）～（４）のいずれか１項に記載の情報処
理装置。
（６）
　前記特定人物情報は、前記特定の人物に関する情報を提供するＷｅｂページのアドレス
を含む、前記（１）～（５）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（７）
　前記注目対象情報は、店舗情報、イベント情報、スポット情報、または商品情報である
、前記（１）～（６）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（８）
　前記評価部は、前記特定人物情報の提供者に応じて重み付けをして前記注目対象を評価
する、前記（１）～（７）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（９）
　前記検索部は、前記特定人物情報における前記注目対象の推薦／利用履歴を検索する、
前記（１）～（８）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１０）
　前記検索部は、複数の特定の人物の前記特定人物情報を検索し、
　前記評価部は、前記検索部による複数の検索結果に基づいて、前記注目対象を評価する
、前記（１）～（９）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１１）
　前記情報処理装置は、
　クライアント端末から指定された前記特定の人物に対応付けて記憶されている前記注目
対象の前記評価値に基づいて、前記注目対象を表示するための情報を送信するよう制御す
る送信制御部をさらに備える、前記（１）～（１０）のいずれか１項に記載の情報処理装
置。
（１２）
　前記送信制御部は、前記評価値が所定値を上回る場合、前記注目対象を表示するための
情報を送信するよう制御する、前記（１１）に記載の情報処理装置。
（１３）
　前記送信制御部は、前記注目対象情報に含まれる位置情報に基づいて、地図上に前記注
目対象を表示するための情報を送信するよう制御する、前記（１１）または（１２）に記
載の情報処理装置。
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　前記送信制御部は、前記評価値が第１または第２の所定値のいずれを上回るかに応じて
異なる態様で表示される前記注目対象を表示するための情報を送信するよう制御する、前
記（１１）～（１３）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１５）
　前記情報処理装置は、
　クライアント端末から指定された前記特定の人物に対応付けて記憶されている前記注目
対象の前記評価値に基づいて、前記注目対象の位置にユーザを誘導するための情報を送信
するための送信制御部をさらに備える、前記（１）～（１４）のいずれか１項に記載の情
報処理装置。
（１６）
　特定の人物に関する情報である特定人物情報を管理する処理と、
　注目対象候補に関する情報である注目対象情報を管理する処理と、
　前記注目対象情報を検索キーとして、前記特定人物情報を検索する処理と、
　前記検索する処理による検索結果に基づいて、前記注目対象を評価する処理と、
　前記特定の人物、前記注目対象、および前記評価する処理による評価値を対応付けて記
憶させる処理と、
　をコンピュータに実行させる、プログラム。
【符号の説明】
【００８８】
　１　　クライアント端末
　２　　サーバ
　３　　ネットワーク
　１０　　ＣＰＵ
　１１　　ＲＯＭ
　１２　　ＲＡＭ
　１４　　操作入力部
　１５　　ＧＰＳ受信部
　１６　　表示部
　１７　　ネットワークＩ／Ｆ
　１８　　カメラモジュール
　２２　　通信部
　２０　　制御部
　２１０　　管理部
　２２０　　検索部
　２３０　　評価部
　２４０　　記憶制御部
　２５０　　通信制御部
　２４　　特定人物情報ＤＢ
　２６　　注目対象候補情報ＤＢ
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